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生協の受取書印紙税取扱い変更 ２面

マンション長寿命化税制の利用低迷 ２面

「私が見た税を巡る点と線」

川田氏が関根氏に聞く ３面
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　ご愛読いただきました「インボイス制度

の導入に伴う実務」「最新税務を図解で問

答」「ハイド・アンド・シーク３」「給与

支払者が知っておくべき定額減税の実務」

は今号をもって終了します。「裁決事例集」

は継続します。７月からは以下の連載を開

始します。引き続きご愛読いただきますよ

うお願い申し上げます。 編集部

　会計・税務の分野でもデジタル化が急速

に進展しています。必要なデジタル化の技

術、クラウドサービスの現状、最近の会計

システムの能力、電子帳簿保存法の改正内

容と対応、インボイスの管理などを、最近

の動向を踏まえて解説します。

　弁護士として税務訴訟に携わり、平成�

年からは青山学院大学法学部の教授に就任

して教鞭をとる著者が自身にとって役立

ち、わくわくし続けてきた「税の書物」を

各回１冊ずつ取り上げ、綴るエッセイ。

　いわゆるフリーランス保護法が令和６年

�月１日に施行されます。個人で働くフリ

ーランスに業務委託を行う発注事業者に対

して、書面等による取引条件の明示や期日

における報酬の支払いなどが義務付けられ

ます。連載では、発注事業者が知っておく

べき内容を中心に紹介します。

　令和４年４月から１年半にわたって掲載

された「傍流の正論～税歴�年の教え」の

続編の連載が始まります。前回とはやや趣

を変え、税歴�年余の経験を踏まえて、租

税の理論と実務の対比等について、その論

点と方向性を論じます。

　

今

月

か

ら

始

ま

っ

た

定

額

減

税

の

う

ち

、

事

業

所

得

者

等

へ

の

所

得

税

の

定

額

減

税

は

、

原

則

と

し

て

令

和

６

年

分

の

所

得

税

の

確

定

申

告

の

際

に

適

用

す

る

こ

と

に

な

る

。

た

だ

、

予

定

納

税

（

４

面

に

「

今

週

の

こ

と

ば

」

）

の

対

象

者

に

対

し

て

は

確

定

申

告

を

待

た

ず

、

今

月

中

旬

に

送

付

さ

れ

た

予

定

納

税

額

の

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

額

に

納

税

者

本

人

分

の

減

税

が

適

用

さ

れ

て

い

る

ほ

か

、

同

一

生

計

配

偶

者

や

扶

養

親

族

分

に

係

る

減

税

も

、

予

定

納

税

額

の

減

額

申

請

手

続

を

使

う

こ

と

で

、

予

定

納

税

額

に

反

映

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

際

に

、

減

額

申

請

の

内

容

が

定

額

減

税

の

適

用

の

み

の

場

合

は

「

簡

易

な

記

載

方

法

」

に

よ

っ

て

申

請

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

６

年

分

の

類

似

業

種

比

準

価

額

計

算

上

の

業

種

目

及

び

業

種

目

別

株

価

等

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

公

表

し

た

。

６

年

２

月

分

ま

で

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

日

本

標

準

産

業

分

類

の

改

定

に

関

す

る

留

意

事

項

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

日

本

標

準

産

業

分

類

は

、

第

�

回

改

定

が

行

わ

れ

、

６

年

４

月

１

日

よ

り

施

行

さ

れ

て

い

る

が

、

６

年

中

に

相

続

、

遺

贈

ま

た

は

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

価

額

を

評

価

す

る

場

合

に

お

け

る

類

似

業

種

比

準

価

額

計

算

上

の

業

種

目

は

、

当

該

改

定

前

の

日

本

標

準

産

業

分

類

に

よ

る

「

日

本

標

準

産

業

分

類

の

分

類

項

目

と

類

似

業

種

比

準

価

額

計

算

上

の

業

種

目

と

の

対

比

表

（

平

成

�

年

分

）

」

に

基

づ

き

判

定

す

る

と

し

て

い

る

。

　

当

該

改

定

で

は

、

コ

ロ

ナ

禍

を

背

景

と

し

た

産

業

動

向

や

脱

炭

素

の

取

組

み

な

ど

を

把

握

す

る

た

め

の

分

類

項

目

が

新

設

さ

れ

、

制

度

改

正

に

対

応

し

た

分

類

項

目

の

設

定

が

行

わ

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

配

達

飲

食

サ

ー

ビ

ス

業

や

ペ

ス

ト

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

業

な

ど

が

新

設

さ

れ

て

い

る

。

　

予

定

納

税

額

の

減

額

申

請

は

、

予

定

納

税

の

義

務

の

あ

る

人

が

廃

業

、

休

業

、

業

況

不

振

等

に

よ

り

、

そ

の

年

６

月

�

日

の

現

況

に

よ

る

申

告

納

税

見

積

額

が

予

定

納

税

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

っ

た

予

定

納

税

基

準

額

に

満

た

な

い

と

見

込

ま

れ

る

場

合

な

ど

に

減

額

を

求

め

る

手

続

。

扶

養

親

族

な

ど

の

分

に

係

る

所

得

税

の

定

額

減

税

を

反

映

さ

せ

た

い

場

合

も

同

減

額

申

請

を

使

う

。

　

こ

の

手

続

に

関

し

て

、

国

税

庁

は

同

庁

が

予

定

納

税

の

対

象

者

に

発

送

し

た

「

令

和

６

年

分

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

予

定

納

税

額

の

通

知

書

」

に

同

封

し

た

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

「

令

和

６

年

分

所

得

税

の

予

定

納

税

に

お

け

る

定

額

減

税

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

て

い

る

。

こ

の

中

で

は

、

第

１

期

分

か

ら

（

特

別

農

業

所

得

者

の

予

定

納

税

額

は

第

２

期

分

か

ら

）

本

人

分

の

定

額

減

税

の

額

が

す

で

に

差

し

引

か

れ

て

い

る

点

や

扶

養

親

族

な

ど

に

係

る

減

税

額

を

差

し

引

く

場

合

は

、

減

額

申

請

が

必

要

な

点

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

減

額

申

請

書

の

提

出

期

間

は

、

第

１

期

分

が

７

月

１

日

か

ら

７

月

�

日

（

例

年

、

申

請

期

限

は

７

月

�

日

だ

が

、

今

年

は

延

長

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

伴

い

、

納

期

限

も

７

月

末

か

ら

９

月

末

ま

で

延

長

さ

れ

て

い

る

）

、

第

２

期

分

が

�

月

１

日

か

ら

�

月

�

日

。

第

１

期

分

の

減

額

申

請

は

６

月

�

日

の

現

況

で

、

第

２

期

分

の

減

額

申

請

は

�

月

�

日

の

現

況

に

基

づ

き

提

出

す

る

。

第

１

期

分

で

減

税

し

き

れ

な

い

場

合

は

、

し

き

れ

な

か

っ

た

分

を

第

２

期

分

か

ら

差

し

引

く

。

第

１

期

分

で

減

額

申

請

を

行

っ

た

後

、

現

況

の

変

化

が

な

け

れ

ば

第

２

期

分

で

再

び

減

額

申

請

を

行

う

必

要

は

な

い

。

　

減

額

申

請

書

を

提

出

し

た

場

合

は

、

税

務

署

で

、

そ

の

申

請

に

つ

い

て

承

認

、

一

部

承

認

、

却

下

の

い

ず

れ

か

を

決

定

し

、

書

面

で

お

知

ら

せ

が

届

く

。

　

ま

た

、

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

で

は

、

「

簡

易

な

記

載

方

法

」

に

つ

い

て

も

記

載

例

や

ポ

イ

ン

ト

を

示

し

て

説

明

が

な

さ

れ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ６ �

第３６０８号
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一

昔

前

、

ト

ッ

プ

ア

ス

リ

ー

ト

の

ス

テ

ー

タ

ス

と

い

え

ば

高

級

車

や

ゴ

ー

ル

ド

の

チ

ェ

ー

ン

ネ

ッ

ク

レ

ス

だ

っ

た

が

、

今

は

ベ

ン

チ

ャ

ー

・

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

企

業

へ

の

投

資

に

変

わ

り

、

競

技

成

績

と

と

も

に

資

産

管

理

が

重

要

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

★

他

先

進

国

と

比

べ

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

が

育

た

ず

、

ユ

ニ

コ

ー

ン

企

業

が

少

な

い

と

言

わ

れ

る

日

本

。

最

近

で

は

、

元

サ

ッ

カ

ー

日

本

代

表

の

本

田

圭

祐

氏

が

、

国

内

の

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

を

対

象

に

国

内

外

の

投

資

家

か

ら

資

金

を

調

達

す

る

新

フ

ァ

ン

ド

を

設

立

し

話

題

と

な

っ

た

★

政

府

は

４

日

、

東

京

・

大

阪

・

福

岡

・

北

海

道

を

「

金

融

・

資

産

運

用

特

区

」

に

指

定

。

海

外

か

ら

投

資

を

呼

び

込

み

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

を

推

進

す

る

。

税

制

面

の

優

遇

は

地

方

税

の

み

で

、

国

税

の

減

免

措

置

は

見

送

ら

れ

た

。

他

の

ア

ジ

ア

諸

国

と

比

べ

魅

力

が

劣

る

の

は

否

め

な

い

が

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

育

成

へ

繋

が

る

こ

と

を

期

待

し

た

い

。

（

Ａ

）

　

国

税

庁

は

�

日

、

東

京

高

裁

が

令

和

５

年

�

月

�

日

に

、

消

費

生

活

協

同

組

合

に

お

け

る

「

家

族

組

合

員

」

は

印

紙

税

法

上

の

「

出

資

者

」

に

該

当

す

る

旨

判

示

し

た

こ

と

を

受

け

て

、

同

組

合

が

作

成

す

る

金

銭

ま

た

は

有

価

証

券

の

受

取

書

の

非

課

税

対

象

と

な

る

出

資

者

の

範

囲

に

つ

い

て

、

従

来

の

取

扱

い

を

変

更

す

る

と

発

表

し

た

。

変

更

後

の

取

扱

い

は

遡

及

適

用

さ

れ

る

た

め

、

納

付

区

分

に

応

じ

て

還

付

請

求

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

な

お

、

法

定

申

告

期

限

等

か

ら

５

年

を

経

過

し

て

い

る

印

紙

税

に

つ

い

て

は

、

法

令

上

、

還

付

を

行

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

注

意

を

呼

び

か

け

て

い

る

。

　

印

紙

税

法

上

、

金

銭

ま

た

は

有

価

証

券

の

受

取

書

は

課

税

文

書

と

な

る

が

、

消

費

生

活

協

同

組

合

が

、

そ

の

出

資

者

に

対

し

て

行

う

事

業

に

係

る

金

銭

ま

た

は

有

価

証

券

の

受

取

書

は

「

営

業

に

関

し

な

い

も

の

」

と

し

て

非

課

税

文

書

と

さ

れ

て

い

る

。

　

従

来

の

取

扱

い

で

は

、

こ

の

非

課

税

文

書

の

対

象

と

な

る

出

資

者

の

範

囲

に

つ

い

て

は

、

消

費

生

活

協

同

組

合

法

第

�

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

実

際

に

出

資

を

行

っ

た

組

合

員

に

限

る

こ

と

と

し

、

組

合

員

と

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

（

家

族

組

合

員

）

に

つ

い

て

は

、

出

資

行

為

を

行

っ

て

い

な

い

こ

と

か

ら

出

資

者

に

は

含

ま

な

い

も

の

と

し

て

い

た

。

　

こ

の

出

資

者

の

範

囲

に

つ

い

て

、

家

族

組

合

員

が

含

ま

れ

る

か

が

争

わ

れ

た

裁

判

に

お

い

て

、

東

京

高

裁

は

、

「

消

費

生

活

協

同

組

合

に

お

け

る

『

家

族

組

合

員

』

は

印

紙

税

法

上

の

『

出

資

者

』

に

該

当

す

る

」

旨

判

示

し

た

（

令

和

５

年

�

月

�

日

判

決

）

。

　

国

税

庁

は

、

こ

の

判

決

の

趣

旨

を

踏

ま

え

、

消

費

生

活

協

同

組

合

が

作

成

す

る

金

銭

ま

た

は

有

価

証

券

の

受

取

書

の

非

課

税

対

象

と

な

る

出

資

者

の

範

囲

に

つ

い

て

、

従

来

の

取

扱

い

を

変

更

す

る

と

し

た

。

　

具

体

的

な

変

更

後

の

取

扱

い

は

、

非

課

税

対

象

と

な

る

出

資

者

の

範

囲

に

つ

い

て

は

、

実

際

に

出

資

行

為

を

行

っ

た

組

合

員

の

ほ

か

、

定

款

に

特

に

定

め

が

あ

る

場

合

を

除

き

、

家

族

組

合

員

を

含

む

こ

と

と

し

、

こ

れ

ら

の

者

に

対

し

て

交

付

す

る

金

銭

ま

た

は

有

価

証

券

の

受

取

書

は

、

「

営

業

に

関

し

な

い

も

の

」

と

し

て

非

課

税

文

書

と

な

る

と

し

て

い

る

。

　

令

和

６

年

１

月

以

降

相

続

開

始

分

か

ら

相

続

税

申

告

書

第

�

表

（

相

続

税

が

か

か

る

財

産

の

明

細

書

）

の

様

式

が

改

訂

さ

れ

る

（

６

月

３

日

号

３

面

参

照

）

。

国

税

庁

は

�

日

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

お

い

て

、

こ

の

様

式

改

訂

に

関

す

る

お

知

ら

せ

を

公

表

し

、

改

訂

後

の

様

式

イ

メ

ー

ジ

、

入

力

要

領

、

Ｆ

Ａ

Ｑ

な

ど

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

Ｆ

Ａ

Ｑ

で

は

、

６

年

分

の

相

続

税

の

申

告

に

お

い

て

、

暫

定

的

な

対

応

と

し

て

、

旧

様

式

（

２

年

４

月

分

以

降

用

）

の

第

�

表

の

提

出

も

可

能

で

あ

る

と

の

回

答

が

さ

れ

て

い

る

。

　

第

�

表

は

、

不

動

産

や

預

貯

金

、

有

価

証

券

な

ど

の

全

て

の

財

産

で

同

じ

様

式

を

使

用

し

て

い

る

が

、

６

年

１

月

以

降

相

続

開

始

分

の

相

続

税

申

告

書

か

ら

、

各

財

産

の

種

類

別

に

所

在

場

所

や

数

量

等

の

記

載

方

法

を

明

確

化

す

る

と

し

て

、

第

�

表

を

４

種

類

の

様

式

に

分

割

し

、

合

計

表

が

追

加

さ

れ

る

。

　

６

年

分

の

相

続

税

の

申

告

に

お

い

て

、

旧

様

式

の

提

出

が

可

能

で

あ

る

と

の

回

答

で

は

、

６

年

分

申

告

用

の

手

続

き

の

バ

ー

ジ

ョ

ン

で

第

�

表

の

新

様

式

・

旧

様

式

の

い

ず

れ

か

を

選

択

し

て

申

告

す

る

こ

と

が

可

能

と

し

て

い

る

。

な

お

、

こ

の

対

応

を

踏

ま

え

、

旧

様

式

の

第

�

表

で

作

成

さ

れ

た

デ

ー

タ

を

書

面

出

力

し

て

提

出

す

る

こ

と

も

可

能

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

第

�

表

以

外

の

様

式

は

、

新

様

式

の

第

�

表

を

前

提

と

し

た

様

式

改

訂

を

行

う

た

め

、

第

�

表

か

ら

他

の

様

式

に

転

記

さ

せ

る

箇

所

や

、

他

の

様

式

か

ら

第

�

表

に

転

記

さ

せ

る

箇

所

に

係

る

様

式

上

の

文

言

に

つ

い

て

も

修

正

す

る

こ

と

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

令

和

５

年

度

税

制

改

正

で

管

理

計

画

認

定

マ

ン

シ

ョ

ン

等

の

う

ち

一

定

の

長

寿

命

化

工

事

が

実

施

さ

れ

た

も

の

に

、

マ

ン

シ

ョ

ン

の

各

区

分

所

有

者

に

課

さ

れ

る

建

物

部

分

の

固

定

資

産

税

額

を

減

額

す

る

特

例

措

置

（

マ

ン

シ

ョ

ン

長

寿

命

化

促

進

税

制

）

が

創

設

さ

れ

た

。

国

土

交

通

省

が

設

置

し

て

い

る

管

理

計

画

認

定

制

度

等

の

あ

り

方

を

検

討

す

る

ワ

ー

キ

ン

グ

グ

ル

ー

プ

の

資

料

の

中

で

、

同

税

制

の

昨

年

�

月

末

時

点

の

申

告

件

数

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

お

り

、

わ

ず

か

�

件

（

管

理

組

合

ベ

ー

ス

）

だ

っ

た

。

同

Ｗ

Ｇ

が

７

日

に

公

表

し

た

議

論

の

取

り

ま

と

め

で

は

、

「

実

績

は

限

定

的

」

と

指

摘

し

、

見

直

し

等

に

言

及

し

て

い

る

。

　

同

税

制

は

自

治

体

等

か

ら

管

理

計

画

の

認

定

を

受

け

た

マ

ン

シ

ョ

ン

ま

た

は

助

言

指

導

を

受

け

た

管

理

者

等

の

管

理

組

合

に

係

る

マ

ン

シ

ョ

ン

が

長

寿

命

化

に

資

す

る

大

規

模

修

繕

工

事

を

実

施

し

た

場

合

に

、

各

戸

の

固

定

資

産

税

額

を

減

額

す

る

特

例

。

修

繕

に

必

要

と

な

る

積

立

金

の

確

保

や

長

寿

命

化

工

事

の

適

切

な

実

施

に

向

け

た

管

理

組

合

の

合

意

形

成

を

後

押

し

す

る

こ

と

を

目

的

に

創

設

さ

れ

た

。

　

工

事

完

了

年

の

翌

年

度

の

固

定

資

産

税

額

（

建

物

部

分

で

１

０

０

平

方

㍍

分

ま

で

）

を

減

額

し

、

減

額

割

合

は

６

分

の

１

か

ら

２

分

の

１

の

範

囲

内

（

参

酌

基

準

：

３

分

の

１

）

で

自

治

体

が

条

例

で

定

め

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

　

国

交

省

は

５

年

度

税

制

改

正

要

望

の

資

料

の

中

で

、

６

年

度

に

３

万

９

０

０

０

戸

の

マ

ン

シ

ョ

ン

で

同

税

制

が

適

用

さ

れ

る

こ

と

を

見

込

ん

で

い

た

が

、

現

時

点

で

は

十

分

に

利

用

さ

れ

て

い

る

と

は

い

い

が

た

い

。

そ

の

理

由

の

一

端

が

、

同

省

が

自

治

体

に

行

っ

た

ヒ

ア

リ

ン

グ

で

明

ら

か

に

さ

れ

て

お

り

、

①

こ

れ

ま

で

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

を

適

正

に

行

っ

て

き

た

管

理

組

合

は

適

用

対

象

と

は

な

ら

な

い

（

３

年

９

月

１

日

以

前

か

ら

管

理

計

画

の

認

定

基

準

を

満

た

し

て

い

る

マ

ン

シ

ョ

ン

は

対

象

外

）

、

②

税

制

適

用

期

間

が

２

年

間

で

は

短

い

（

現

行

法

で

は

７

年

３

月

�

日

ま

で

に

工

事

を

完

了

す

る

必

要

が

あ

る

）

、

③

区

分

所

有

者

ご

と

の

申

告

だ

と

住

戸

が

多

い

マ

ン

シ

ョ

ン

の

場

合

、

申

告

受

付

の

件

数

が

膨

大

に

な

る

。

申

告

主

体

に

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

組

合

の

「

管

理

者

等

」

を

加

え

、

一

括

し

て

減

額

で

き

る

よ

う

に

し

て

ほ

し

い

―

―

と

い

っ

た

意

見

が

あ

っ

た

。

　

こ

れ

を

受

け

て

、

Ｗ

Ｇ

の

取

り

ま

と

め

で

は

、

同

税

制

の

適

用

状

況

等

に

関

す

る

実

態

調

査

を

行

う

と

と

も

に

、

認

定

マ

ン

シ

ョ

ン

を

対

象

と

し

た

さ

ら

な

る

支

援

措

置

の

検

討

を

行

う

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

現

状

の

ま

ま

だ

と

、

同

税

制

は

７

年

３

月

末

で

期

限

切

れ

と

な

る

た

め

、

制

度

を

存

続

さ

せ

る

の

で

あ

れ

ば

、

７

年

度

税

制

改

正

に

向

け

た

議

論

の

中

で

検

討

が

必

要

に

な

る

。

そ

の

際

に

、

現

行

制

度

へ

の

意

見

を

反

映

し

、

使

い

や

す

い

も

の

と

な

る

か

が

注

目

さ

れ

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　関根稔（せきね・みのる）氏の

略歴　税理士・公認会計士・弁護

士。�歳で税理士試験合格。�歳

で大学卒業後、�歳で司法試験合

格。�歳で公認会計士試験合格。

税理士事務所、監査法人、法律事

務所に勤務した後、�歳で自身の

法律事務所を開業。

　

今

回

は

、

税

理

士

・

公

認

会

計

士

・

弁

護

士

の

関

根

稔

氏

に

登

場

い

た

だ

い

た

。

関

根

氏

は

大

学

在

学

中

に

税

理

士

試

験

に

合

格

、

卒

業

後

に

は

司

法

試

験

、

公

認

会

計

士

試

験

に

も

合

格

。

こ

こ

で

は

、

趣

味

は

「

税

法

」

と

い

う

関

根

氏

に

、

税

務

の

周

辺

に

関

す

る

こ

と

に

つ

い

て

語

っ

て

い

た

だ

い

た

。

　川田剛（かわだ・ごう）氏の略

歴　柏原税務署長、国税庁国際業

務室長、国税庁管理課長、仙台国

税局長などを経て退官、国士舘大

学教授、明治大学大学院グローバ

ルビジネス研究科教授などを歴

任。現在は税理士法人川田事務所

代表社員税理士。

●

出

身

に

つ

い

て

　

川

田

　

先

生

は

浦

和

商

業

高

校

卒

業

で

す

よ

ね

。

ご

出

身

も

浦

和

市

（

現

さ

い

た

ま

市

）

で

す

か

。

　

関

根

　

浦

和

市

内

で

す

。

だ

か

ら

浦

和

商

業

高

校

と

い

う

の

は

、

あ

る

意

味

で

当

た

り

前

な

の

で

す

け

ど

。

　

川

田

　

商

業

高

校

に

行

か

れ

て

、

商

業

高

校

だ

か

ら

簿

記

を

や

ら

れ

た

ん

で

す

よ

ね

。

　

関

根

　

簿

記

が

身

に

合

っ

た

ん

で

す

。

好

き

で

し

た

ね

。

簿

記

は

数

学

で

す

。

数

学

的

思

考

が

好

き

だ

っ

た

の

で

す

。

覚

え

る

も

の

で

は

な

い

。

全

部

理

屈

で

し

ょ

う

。

あ

と

、

簿

記

の

先

生

が

良

か

っ

た

で

す

ね

。

　

川

田

　

私

は

田

舎

の

普

通

高

校

だ

っ

た

の

で

す

が

、

普

通

高

校

で

も

簿

記

の

科

目

が

あ

り

ま

し

た

。

　

関

根

　

簿

記

は

、

全

国

民

に

教

え

る

べ

き

で

す

。

　

川

田

　

確

か

に

、

簿

記

は

や

っ

て

お

い

た

方

が

い

い

で

す

ね

。

　

関

根

　

貸

方

・

借

方

の

概

念

が

分

か

る

と

、

民

法

の

読

み

方

も

違

っ

て

き

ま

す

。

　

川

田

　

資

格

に

つ

い

て

お

尋

ね

し

ま

す

が

、

税

理

士

試

験

は

会

計

２

科

目

、

そ

れ

か

ら

法

人

税

法

と

事

業

税

に

合

格

。

そ

の

後

、

相

続

税

法

は

公

認

会

計

士

の

２

次

試

験

の

時

と

同

時

期

に

取

ら

れ

た

わ

け

で

す

ね

。

　

関

根

　

そ

う

で

す

。

●

通

達

に

つ

い

て

　

川

田

　

通

達

に

つ

い

て

の

お

考

え

を

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

私

は

国

税

通

則

法

と

国

税

徴

収

法

で

通

達

の

作

成

に

関

わ

り

ま

し

た

が

。

　

関

根

　

裁

判

所

も

通

達

を

出

せ

ば

い

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

民

法

と

か

会

社

法

に

つ

い

て

通

達

を

出

せ

ば

、

裁

判

件

数

は

今

の

�

分

の

１

に

な

り

ま

す

。

税

務

の

業

界

は

、

通

達

が

あ

る

の

が

宝

で

す

よ

。

や

は

り

法

律

用

語

で

は

な

く

て

、

通

達

の

用

語

で

な

い

と

伝

え

ら

れ

な

い

こ

と

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

●

法

律

事

務

所

へ

　

川

田

　

司

法

試

験

に

合

格

し

て

、

弁

護

士

と

し

て

、

会

社

更

生

法

関

係

の

法

律

事

務

所

に

入

ら

れ

ま

し

た

が

、

ど

の

よ

う

な

経

緯

で

入

ら

れ

た

の

で

し

ょ

う

か

。

　

関

根

　

上

野

久

徳

と

い

う

元

々

は

軍

人

で

す

け

ど

、

そ

の

人

が

戦

後

に

弁

護

士

と

な

り

ま

し

た

。

私

が

司

法

試

験

に

合

格

し

た

頃

、

会

社

更

生

法

を

一

手

に

扱

っ

て

い

る

人

で

し

た

。

会

社

更

生

法

が

で

き

る

弁

護

士

は

少

な

か

っ

た

。

破

産

関

係

も

扱

っ

て

い

て

、

大

き

な

会

社

更

生

法

事

件

と

い

う

と

、

上

野

久

徳

に

来

る

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

し

た

。

そ

こ

で

会

社

更

生

法

の

補

助

を

や

っ

て

、

申

立

か

ら

債

権

調

査

、

財

産

評

定

、

更

生

計

画

ま

で

、

周

辺

の

こ

と

は

一

通

り

は

担

当

し

ま

し

た

。

●

訴

訟

や

審

判

所

　

川

田

　

今

、

司

法

書

士

が

少

額

訴

訟

を

や

っ

て

い

ま

す

よ

ね

。

米

国

の

租

税

裁

判

所

は

、

少

額

訴

訟

な

ら

、

本

人

で

も

誰

で

も

で

き

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

す

。

日

本

は

弁

護

士

じ

ゃ

な

い

と

税

務

訴

訟

は

で

き

な

い

。

そ

う

い

う

状

況

は

い

か

が

で

し

ょ

う

か

。

　

関

根

　

そ

れ

は

審

査

請

求

で

良

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

一

般

国

民

も

税

理

士

も

、

裁

判

所

を

上

に

置

き

ま

す

よ

ね

。

裁

判

所

が

上

の

は

ず

は

な

い

の

で

す

が

、

特

に

税

法

の

よ

う

な

社

会

の

一

番

べ

た

べ

た

の

と

こ

ろ

を

、

裁

判

所

に

判

断

し

て

も

ら

う

の

は

難

し

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

私

は

学

者

の

先

生

が

裁

判

官

で

あ

る

と

か

、

国

税

に

い

た

人

が

裁

判

官

に

な

る

こ

と

は

全

く

反

対

で

は

な

く

て

、

純

粋

裁

判

官

よ

り

は

は

る

か

に

い

い

と

思

い

ま

す

。

た

だ

、

裁

判

所

の

判

断

過

程

と

い

う

の

は

、

要

件

事

実

な

ど

特

殊

な

判

断

で

す

か

ら

、

あ

れ

を

違

う

判

断

を

し

て

い

た

人

が

習

得

す

る

の

は

、

結

構

難

し

い

の

だ

ろ

う

な

と

。

社

会

の

常

識

と

違

い

ま

す

の

で

。

税

務

の

争

い

を

裁

判

所

に

判

断

さ

せ

る

の

は

ど

う

か

な

と

思

い

ま

す

。

　

川

田

　

そ

れ

か

ら

も

う

一

つ

、

国

税

不

服

審

判

所

で

問

題

だ

と

思

っ

て

い

る

点

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

　

関

根

　

国

税

不

服

審

判

所

は

優

れ

た

制

度

だ

と

思

い

ま

す

。

職

員

は

税

法

を

知

っ

て

い

ま

す

。

た

だ

最

近

は

、

税

理

士

を

採

用

す

る

じ

ゃ

な

い

で

す

か

。

あ

れ

は

や

は

り

、

完

全

に

国

税

を

マ

ス

タ

ー

し

た

人

が

入

る

べ

き

で

、

町

で

税

理

士

を

し

て

い

る

人

が

入

っ

て

も

、

あ

る

い

は

弁

護

士

が

入

っ

て

も

、

税

法

を

判

断

で

き

る

わ

け

が

な

い

と

い

う

の

が

私

の

考

え

で

す

。

●

税

理

士

と

弁

護

士

　

川

田

　

趣

味

の

お

話

な

ど

も

お

聞

き

し

て

よ

ろ

し

い

で

す

か

。

　

関

根

　

趣

味

は

税

法

で

す

。

税

法

と

い

う

の

は

、

数

学

で

あ

っ

て

、

人

生

の

学

び

。

ど

う

や

っ

て

金

も

う

け

を

す

る

か

と

か

、

ど

れ

が

正

義

だ

と

か

。

だ

か

ら

税

法

を

達

成

す

る

こ

と

は

人

生

を

達

成

す

る

こ

と

、

税

法

で

成

功

す

る

と

い

う

こ

と

は

人

生

で

成

功

す

る

こ

と

だ

と

思

う

の

で

す

。

裁

判

で

成

功

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

裁

判

で

金

も

う

け

は

で

き

る

け

ど

、

自

分

の

人

生

に

は

結

び

付

か

な

い

。

会

計

監

査

で

金

も

う

け

で

き

た

っ

て

、

会

計

監

査

は

自

分

の

人

生

に

結

び

付

か

な

い

。

　

私

の

人

生

が

な

ん

と

か

う

ま

く

や

っ

て

こ

れ

た

の

は

、

税

法

が

メ

イ

ン

だ

か

ら

で

、

こ

れ

が

裁

判

メ

イ

ン

だ

っ

た

ら

金

は

稼

げ

た

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

裁

判

で

は

人

生

は

築

け

な

か

っ

た

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

川

田

　

税

理

士

さ

ん

の

顧

問

料

制

度

、

あ

れ

は

誰

が

発

明

し

た

か

知

ら

な

い

で

す

が

、

い

い

制

度

で

す

よ

ね

。

　

関

根

　

す

ご

い

で

す

。

自

計

化

の

時

代

に

、

顧

問

料

は

必

要

な

い

は

ず

な

の

で

す

が

。

顧

問

料

だ

け

じ

ゃ

な

く

て

、

決

算

料

も

も

ら

う

。

あ

れ

は

い

い

で

す

よ

ね

。

　

川

田

　

顧

問

料

、

決

算

料

、

そ

れ

か

ら

立

ち

会

い

料

で

す

か

。

安

い

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

定

期

的

に

入

る

の

は

あ

り

が

た

い

で

す

よ

ね

。

　

関

根

　

あ

り

が

た

い

で

す

よ

。

私

は

弁

護

士

を

や

っ

て

い

た

か

ら

、

毎

年

マ

ン

モ

ス

を

捕

ま

え

な

い

と

、

事

務

所

を

維

持

で

き

ま

せ

ん

。

　

今

年

は

マ

ン

モ

ス

を

捕

ま

え

た

け

ど

、

来

年

は

マ

ン

モ

ス

が

出

て

く

る

保

証

が

な

い

。

マ

ン

モ

ス

と

い

う

の

は

、

報

酬

で

２

０

０

０

万

円

と

か

３

０

０

０

万

円

で

す

か

ら

、

事

件

で

い

え

ば

２

億

円

と

か

３

億

円

で

す

。

２

億

円

と

か

３

億

円

の

事

件

な

ん

て

、

そ

ん

な

に

想

定

で

き

な

い

じ

ゃ

な

い

で

す

か

。

そ

れ

な

ら

顧

問

料

５

万

円

の

方

が

、

は

る

か

に

あ

り

が

た

い

で

す

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

そ

の

年

の

５

月

�

日

現

在

で

確

定

し

て

い

る

前

年

分

の

所

得

金

額

や

税

額

な

ど

を

も

と

に

計

算

し

た

金

額

（

予

定

納

税

基

準

額

）

が

�

万

円

以

上

と

な

る

人

に

つ

い

て

、

そ

の

人

が

一

時

に

税

金

を

納

付

し

た

場

合

の

負

担

感

を

緩

和

す

る

こ

と

や

国

の

歳

入

を

平

準

化

す

る

目

的

か

ら

、

そ

の

年

の

所

得

税

お

よ

び

復

興

特

別

所

得

税

の

一

部

を

あ

ら

か

じ

め

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

し

て

い

る

制

度

。

　

予

定

納

税

が

必

要

な

人

に

は

、

税

務

署

か

ら

毎

年

６

月

中

旬

ご

ろ

に

「

予

定

納

税

額

の

通

知

書

」

が

送

付

さ

れ

る

。

　

予

定

納

税

基

準

額

は

原

則

と

し

て

前

年

分

の

所

得

税

等

の

申

告

納

税

額

と

同

額

と

な

り

、

同

基

準

額

の

３

分

の

１

を

、

第

１

期

分

と

第

２

期

分

と

で

２

回

納

付

す

る

。

例

え

ば

、

予

定

納

税

基

準

額

が

�

万

円

な

ら

、

第

１

期

分

、

第

２

期

分

と

し

て

そ

れ

ぞ

れ

６

万

円

を

納

付

す

る

。

翌

年

に

行

う

確

定

申

告

に

お

い

て

、

確

定

申

告

書

で

計

算

し

た

税

額

か

ら

予

定

納

税

額

を

差

し

引

く

こ

と

で

、

税

額

の

過

不

足

分

を

精

算

す

る

。

　

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

藤

波

一

博

会

長

）

は

�

日

、

都

内

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

住

澤

整

長

官

、

星

屋

和

彦

次

長

を

は

じ

め

と

す

る

国

税

庁

幹

部

、

鈴

木

清

総

務

省

自

治

税

務

局

審

議

官

、

関

係

民

間

団

体

の

幹

部

な

ど

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

　

冒

頭

、

藤

波

会

長

が

「

今

年

１

月

に

中

国

局

連

、

２

月

に

南

九

州

局

連

を

訪

問

し

、

意

見

交

換

を

し

た

。

い

ず

れ

の

意

見

交

換

で

も

話

題

と

な

っ

た

の

は

資

金

と

人

材

の

問

題

だ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

状

況

か

ら

脱

却

す

る

た

め

に

、

各

種

施

策

を

考

え

、

実

行

し

て

い

き

た

い

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

し

た

＝

写

真

。

　

続

い

て

議

事

に

入

り

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

案

や

収

支

予

算

案

な

ど

を

審

議

し

、

す

べ

て

の

議

案

が

承

認

さ

れ

た

。

こ

の

中

で

は

、

８

年

度

に

は

す

べ

て

の

税

務

署

を

対

象

と

す

る

内

部

事

務

の

セ

ン

タ

ー

化

が

実

施

さ

れ

る

こ

と

を

受

け

て

、

中

学

生

の

税

の

作

文

の

審

査

等

で

従

来

の

よ

う

な

税

務

署

か

ら

の

サ

ポ

ー

ト

が

受

け

ら

れ

な

く

な

る

可

能

性

の

あ

る

こ

と

が

取

り

上

げ

ら

れ

て

お

り

、

納

貯

組

合

が

主

体

性

を

も

っ

て

審

査

等

を

行

え

る

よ

う

な

体

制

整

備

に

努

め

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

課

税

（

第

一

・

第

二

）

部

長

会

議

を

開

催

し

た

。

会

議

で

は

、

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

「

デ

ー

タ

活

用

を

前

提

と

し

た

事

務

運

営

の

推

進

」

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

「

令

和

５

年

分

確

定

申

告

の

評

価

と

６

年

分

確

定

申

告

へ

の

対

応

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

で

は

、

納

税

者

に

法

令

を

遵

守

し

適

切

に

申

告

を

し

て

も

ら

う

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

水

準

を

効

率

的

・

効

果

的

に

確

保

し

て

い

く

必

要

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

デ

ー

タ

活

用

の

共

同

化

（

税

目

別

・

事

務

系

統

別

に

縦

割

り

に

な

っ

て

い

る

デ

ー

タ

を

横

断

的

に

し

て

い

く

こ

と

）

・

高

度

化

に

よ

り

、

納

税

者

の

納

税

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

に

関

す

る

リ

ス

ク

を

測

定

・

把

握

し

、

非

違

類

型

に

応

じ

て

深

度

あ

る

調

査

を

行

う

の

か

、

書

面

や

来

署

に

よ

る

行

政

指

導

を

行

う

の

か

最

適

な

接

触

方

法

を

選

択

で

き

る

接

触

体

系

を

構

築

し

て

い

る

中

で

、

今

後

取

り

組

ん

で

い

く

べ

き

事

項

等

に

つ

い

て

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

特

に

、

調

査

必

要

度

の

高

い

納

税

者

等

に

つ

い

て

は

、

深

度

あ

る

調

査

を

実

施

で

き

る

よ

う

、

組

織

全

体

と

し

て

局

内

の

課

税

部

・

調

査

部

、

あ

る

い

は

局

・

署

が

相

互

に

連

携

し

、

空

白

地

帯

や

重

複

を

生

み

出

さ

な

い

よ

う

、

組

織

全

体

と

し

て

横

断

的

な

シ

ー

ム

レ

ス

な

事

務

運

営

を

推

進

・

定

着

さ

せ

て

い

く

方

針

だ

。

　

「

デ

ー

タ

活

用

を

前

提

と

し

た

事

務

運

営

の

推

進

」

で

は

、

調

査

必

要

度

が

高

い

納

税

者

に

効

率

的

に

対

応

で

き

る

よ

う

、

過

去

の

調

査

事

績

や

申

告

状

況

、

資

料

情

報

な

ど

の

デ

ー

タ

を

切

り

口

と

し

、

同

庁

が

一

律

で

構

築

し

て

い

る

「

納

税

者

管

理

モ

デ

ル

」

に

、

各

局

が

地

域

の

特

性

な

ど

の

情

報

を

付

加

し

て

調

査

先

を

選

定

し

、

選

定

さ

れ

た

も

の

の

調

査

を

行

う

署

が

最

適

な

接

触

方

法

を

選

択

す

る

調

査

事

務

運

営

を

進

め

て

い

る

が

、

各

局

が

５

事

務

年

度

の

有

効

な

デ

ー

タ

活

用

の

取

組

事

例

を

紹

介

。

ま

た

、

デ

ー

タ

活

用

を

通

じ

て

把

握

さ

れ

た

人

材

育

成

や

体

制

強

化

な

ど

の

課

題

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

固

定

資

産

の

購

入

を

装

い

架

空

の

課

税

仕

入

れ

を

計

上

し

た

り

、

輸

出

物

品

販

売

場

制

度

を

悪

用

し

た

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

で

は

、

不

正

還

付

を

企

図

し

に

く

い

環

境

整

備

等

の

各

施

策

に

部

署

横

断

的

に

取

り

組

ん

で

い

く

必

要

が

あ

る

と

こ

ろ

、

十

分

な

審

査

と

調

査

を

行

う

中

で

の

事

務

量

の

最

適

配

分

や

、

人

材

育

成

な

ど

各

局

に

お

い

て

ボ

ト

ル

ネ

ッ

ク

と

な

り

う

る

諸

課

題

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

。

ま

た

、

税

関

や

関

係

団

体

と

の

連

携

な

ど

強

化

す

べ

き

取

組

み

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

し

た

。

　

「

令

和

５

年

分

確

定

申

告

の

評

価

と

６

年

分

確

定

申

告

へ

の

対

応

」

で

は

、

各

局

に

お

け

る

５

年

分

の

確

定

申

告

の

分

析

・

評

価

を

踏

ま

え

、

申

告

会

場

に

来

場

し

た

納

税

者

へ

の

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

促

進

や

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

に

よ

り

新

た

に

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

納

税

者

へ

の

適

切

な

相

談

体

制

、

消

費

税

申

告

に

関

す

る

ダ

イ

レ

ク

ト

メ

ー

ル

の

送

付

な

ど

、

同

庁

の

示

す

取

組

み

の

方

向

性

に

基

づ

く

各

局

の

６

事

務

年

度

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

意

見

交

換

を

し

た

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

�

日

、

令

和

５

年

�

～

�

月

ま

で

の

裁

決

事

例

９

件

を

追

加

し

、

同

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

た

。

　

９

件

の

内

訳

は

、

国

税

通

則

法

関

係

が

５

件

、

所

得

税

法

関

係

、

法

人

税

法

関

係

、

相

続

税

法

関

係

、

国

税

徴

収

法

関

係

が

各

１

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

事

例

に

は

、

各

更

正

通

知

書

に

添

付

さ

れ

た

各

別

表

か

ら

算

出

さ

れ

る

控

除

対

象

仕

入

税

額

の

減

少

額

と

、

各

更

正

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

控

除

対

象

仕

入

税

額

の

減

少

額

と

が

一

致

し

て

お

ら

ず

、

各

別

表

に

記

載

し

て

あ

る

ど

の

部

分

が

課

税

仕

入

れ

と

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

の

か

が

判

別

で

き

な

い

こ

と

か

ら

、

審

判

所

は

、

理

由

の

提

示

に

不

備

が

あ

る

と

判

断

し

、

各

更

正

処

分

等

を

全

部

取

り

消

し

た

国

税

通

則

法

関

係

の

も

の

な

ど

が

あ

る

。

　

東

京

商

工

会

議

所

は

�

日

、

自

社

株

式

の

評

価

額

を

最

短

５

分

で

無

料

・

匿

名

で

試

算

で

き

る

ウ

ェ

ブ

サ

ー

ビ

ス

「

東

商

版

す

ぐ

で

き

る

！

株

価

試

算

」

を

開

始

し

た

と

発

表

し

た

。

　

中

小

企

業

の

経

営

者

に

、

自

社

の

株

価

を

知

る

こ

と

で

事

業

承

継

対

策

に

取

り

組

む

き

っ

か

け

と

し

て

も

ら

う

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

。

ウ

ェ

ブ

上

で

会

社

概

要

や

簡

単

な

決

算

内

容

、

税

申

告

内

容

を

入

力

す

る

だ

け

で

、

非

上

場

株

式

の

評

価

額

を

最

短

５

分

で

無

料

試

算

で

き

る

サ

ー

ビ

ス

で

、

東

商

の

会

員

・

非

会

員

問

わ

ず

、

匿

名

で

も

利

用

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

試

算

結

果

は

、

印

刷

、

メ

ー

ル

送

信

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

ま

た

、

一

般

的

に

Ｍ

＆

Ａ

等

に

お

い

て

用

い

る

株

価

（

企

業

価

値

）

の

評

価

方

法

と

は

異

な

り

、

相

続

が

起

こ

っ

た

場

合

や

、

後

継

者

に

贈

与

す

る

場

合

に

使

用

す

る

自

社

株

式

の

簡

易

評

価

額

と

、

評

価

額

を

加

味

し

た

相

続

税

（

参

考

値

）

が

試

算

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

試

算

結

果

は

、

簡

易

的

な

「

試

算

」

で

あ

り

、

例

え

ば

、

土

地

、

有

価

証

券

な

ど

、

固

定

資

産

の

簿

価

と

時

価

に

大

き

な

差

が

あ

る

場

合

や

、

非

経

常

的

な

利

益

が

あ

る

場

合

、

短

時

間

労

働

者

が

多

い

場

合

等

で

、

試

算

額

と

実

際

の

株

価

に

乖

離

が

生

じ

る

こ

と

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　令和７年４月�日に開幕する２０２５年日本国際博覧会（大阪・関

西万博）の入場券（万博チケット）について、前回では、万博協

会から購入した事業者における消費税の取扱いやインボイス制度

の対応について解説しましたが、今回は、取引先等から購入又は

無償で配布を受けた事業者における消費税の取扱いやインボイス

制度の対応について解説します。

取引先から配布等を受けた万博チケットの消費税の取扱い

　取引先（万博協会から直接購入した事業者等）から、その取引

先における販売促進目的等により、無償で万博チケットの配布を

受けた場合には、配布を受けた時点では、無償（対価性なし）に

より物品切手等を譲り受けたものですから課税仕入れに該当しま

せんが、事業者がその物品切手等である万博チケットを使用、つ

まり従業員の福利厚生目的でその万博チケットを使用した（万博

協会から役務の提供を受けた）時に仕入税額控除の適用を受ける

ことができます。具体的には、取引先から交付を受けた時点では、

貯蔵品（入場券等）として資産計上し、事業者が使用（従業員へ

配布後に万博会場へ入場）した段階で福利厚生費の計上と併せ仕

入税額控除の対象とすることが原則的な取り扱いとなります。

　また、取引先から万博チケットを購入した場合には、購入した

時点では、非課税（物品切手等の譲受け）の取引ですから課税仕

入れには該当しませんが、事業者が万博チケットを使用した場合

には、上記の無償で配布を受けた場合と同様に、従業員の福利厚

生目的でその万博チケットを使用した（万博協会から役務の提供

を受けた）時に仕入税額控除の適用を受けることができます。な

お、取引先から低額（取引先が万博協会から購入したその万博チ

ケットの発行額より低い価額）で購入した場合においても、その

万博チケットの発行額が、物品切手等による引換給付を受けた役

務の提供の対価（仕入税額控除の対価の額）となります。

　ただし、配布等を受けた万博チケットを、更に取引先等へ配布

又は販売した場合や従業員が使用しなかった場合など、事業者に

おいて使用しない場合には、仕入税額控除の適用はないことにご

注意ください。

インボイス制度の対応

　事業者が万博チケットの使用、つまり従業員が万博会場へ入場

した時が仕入税額控除の対象となり、仕入税額控除のためにイン

ボイスの保存が必要となりますが、配布又は販売した取引先は、イ

ンボイスの発行義務者ではありませんから、インボイスの交付を

受けることができなく、本来は、万博会場への入場時等において万

博協会からインボイスの交付を受けることとなるのですが、万博

協会では、万博チケットを購入した事業者に、その事業者が取引先

に配布（販売及び無償配布）する場合を想定し、「入場チケットのイ

ンボイスに関する資料」を交付しており、この資料には、適格請求

書発行事業者名や登録番号、対価の額（税込額）と適用税率（�％）

など、簡易インボイスの記載事項が記載されており、その取引先

からこの資料の交付を受けて、チケットＩＤと併せて保存するこ

とにより、仕入税額控除（記載の発行額）の適用を受けることと

なります。なお、更に他の事業者へ配布する場合にも、この資料

の交付が必要な場合もありますのでご注意願います。 （おわり）

　

ア

ッ

キ

ー

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

で

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

が

仕

入

税

額

控

除

の

要

件

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

が

不

要

と

な

る

特

例

が

あ

る

と

聞

き

ま

し

た

。

ど

の

よ

う

な

特

例

で

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

課

税

処

理

の

手

間

を

軽

減

す

る

た

め

に

、

頻

繁

に

行

う

少

額

取

引

に

つ

い

て

は

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

が

不

要

と

な

る

「

少

額

特

例

」

が

設

け

ら

れ

て

い

ま

す

。

　

税

込

１

万

円

未

満

の

少

額

な

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

、

一

定

規

模

以

下

の

事

業

者

が

行

う

取

引

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

が

な

く

て

も

一

定

の

項

目

を

記

載

し

た

帳

簿

の

保

存

の

み

で

仕

入

税

額

控

除

が

で

き

る

と

い

う

特

例

で

す

。

　

少

額

特

例

を

受

け

ら

れ

る

一

定

規

模

以

下

の

事

業

者

と

は

、

基

準

期

間

に

お

け

る

課

税

売

上

高

が

１

億

円

以

下

ま

た

は

特

定

期

間

に

お

け

る

課

税

売

上

高

が

５

０

０

０

万

円

以

下

の

事

業

者

が

対

象

と

な

り

ま

す

。

　

基

準

期

間

と

は

個

人

事

業

者

の

場

合

は

そ

の

年

の

前

々

年

を

い

い

、

事

業

年

度

が

１

年

で

あ

る

法

人

の

場

合

は

そ

の

事

業

年

度

の

前

々

事

業

年

度

を

い

い

ま

す

。

　

ま

た

、

特

定

期

間

と

は

、

個

人

事

業

者

の

場

合

は

前

年

の

１

月

１

日

か

ら

６

月

�

日

ま

で

の

期

間

、

法

人

の

場

合

は

そ

の

事

業

年

度

の

前

事

業

年

度

開

始

の

日

以

後

６

か

月

の

期

間

を

い

い

ま

す

。

　

ア

ッ

キ

ー

　

少

額

特

例

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

一

定

の

項

目

を

記

載

し

た

帳

簿

の

保

存

が

必

要

と

の

こ

と

で

す

が

ど

の

よ

う

な

項

目

で

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

一

定

の

項

目

と

は

、

①

課

税

仕

入

れ

の

相

手

方

の

氏

名

ま

た

は

名

称

、

②

課

税

仕

入

れ

を

行

っ

た

年

月

日

、

③

課

税

仕

入

れ

に

係

る

資

産

ま

た

は

役

務

の

内

容

、

④

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

　

な

ど

で

す

。

　

ア

ッ

キ

ー

　

少

額

特

例

に

は

、

適

用

期

間

が

決

ま

っ

て

い

る

と

の

こ

と

で

す

が

、

い

つ

ま

で

で

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

少

額

特

例

の

適

用

期

間

は

、

令

和

５

年

�

月

１

日

か

ら

令

和

�

年

９

月

�

日

ま

で

と

な

り

、

令

和

�

年

�

月

１

日

以

後

に

行

う

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

は

、

少

額

特

例

の

対

象

外

と

な

り

ま

す

。

　

ア

ッ

キ

ー

　

少

額

特

例

は

税

込

１

万

円

未

満

と

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

が

、

こ

の

判

定

単

位

は

ど

の

よ

う

な

単

位

で

判

断

し

ま

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

税

込

１

万

円

未

満

の

課

税

仕

入

れ

に

該

当

す

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

は

、

１

回

の

取

引

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

税

込

金

額

が

１

万

円

未

満

か

ど

う

か

の

判

断

と

な

る

た

め

、

１

商

品

ご

と

の

金

額

に

よ

っ

て

判

定

す

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

　

ま

た

、

少

額

特

例

に

お

い

て

は

、

取

引

先

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

で

あ

る

か

は

問

い

ま

せ

ん

。

そ

の

た

め

、

免

税

事

業

者

か

ら

仕

入

れ

た

場

合

で

も

、

取

引

金

額

が

税

込

１

万

円

未

満

で

あ

れ

ば

対

象

と

な

り

ま

す

。

（

お

わ

り

）

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

令

和

５

年

�

月

に

、

国

税

庁

よ

り

「

居

住

用

の

区

分

所

有

財

産

の

評

価

に

つ

い

て

」

（

法

令

解

釈

通

達

）

が

公

表

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

同

通

達

が

適

用

さ

れ

る

令

和

６

年

１

月

１

日

以

降

の

相

続

等

に

よ

り

取

得

し

た

居

住

用

区

分

所

有

財

産

（

い

わ

ゆ

る

分

譲

マ

ン

シ

ョ

ン

）

の

相

続

税

評

価

額

の

計

算

方

法

は

、

従

来

の

も

の

よ

り

複

雑

に

な

っ

た

。

　

本

書

で

は

、

新

通

達

発

遣

に

よ

り

居

住

用

の

区

分

所

有

財

産

の

評

価

は

ど

う

変

わ

っ

た

の

か

、

ま

た

、

新

通

達

を

適

用

し

て

評

価

し

て

も

な

お

評

価

通

達

６

項

の

適

用

が

あ

る

か

な

ど

、

具

体

的

な

計

算

例

や

事

例

な

ど

を

も

と

に

分

か

り

や

す

く

解

説

。

　

具

体

的

に

は

、

高

層

マ

ン

シ

ョ

ン

に

係

る

評

価

通

達

改

正

の

経

緯

、

創

設

さ

れ

た

マ

ン

シ

ョ

ン

評

価

に

お

け

る

留

意

事

項

の

解

説

に

加

え

、

質

疑

応

答

事

例

で

は

、

「

相

続

開

始

直

前

に

区

分

所

有

登

記

か

ら

共

有

持

分

登

記

に

変

更

し

た

場

合

」

「

個

別

通

達

の

対

象

と

な

る

借

地

権

付

マ

ン

シ

ョ

ン

の

底

地

の

評

価

」

「

評

価

通

達

６

項

と

個

別

通

達

の

関

係

」

な

ど

�

問

を

掲

載

。

　

ま

た

、

令

和

６

年

５

月

�

日

付

で

公

表

さ

れ

た

Ｑ

＆

Ａ

（

国

税

庁

情

報

）

も

織

り

込

む

。

　

Ａ

５

判

、

２

４

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

４

２

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

を

提

出

し

て

還

付

を

受

け

よ

う

と

し

た

も

の

の

、

請

求

人

は

本

件

課

税

期

間

に

お

い

て

免

税

事

業

者

と

な

る

と

さ

れ

た

事

例

。

　

請

求

人

が

原

処

分

庁

に

対

し

、

平

成

�

年

１

月

１

日

か

ら

同

年

�

月

�

日

ま

で

の

課

税

期

間

（

本

件

課

税

期

間

）

に

太

陽

光

発

電

事

業

を

開

始

し

た

と

し

て

、

本

件

課

税

期

間

か

ら

消

費

税

の

課

税

事

業

者

と

な

る

こ

と

を

選

択

す

る

旨

の

届

出

書

を

提

出

し

、

本

件

課

税

期

間

に

係

る

消

費

税

等

の

還

付

を

受

け

る

た

め

に

申

告

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

は

、

本

件

課

税

期

間

の

前

課

税

期

間

が

請

求

人

の

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

で

あ

り

、

請

求

人

は

、

本

件

課

税

期

間

に

つ

い

て

消

費

税

等

を

納

め

る

義

務

を

免

除

さ

れ

た

者

と

な

る

か

ら

、

当

該

申

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

て

、

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

の

に

対

し

て

、

請

求

人

が

原

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

そ

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

５

年

５

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

Ｘ

の

屋

号

で

太

陽

光

発

電

事

業

を

開

始

し

た

個

人

事

業

者

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

太

陽

光

発

電

事

業

を

行

う

た

め

、

�

年

５

月

、

Ａ

と

太

陽

光

発

電

の

電

気

設

備

（

本

件

発

電

設

備

）

の

建

設

に

係

る

工

事

請

負

契

約

を

締

結

し

た

。

　

工

期

は

�

年

５

月

�

日

か

ら

�

年

３

月

�

日

で

、

請

求

人

は

請

負

金

額

を

�

年

９

月

か

ら

�

年

２

月

に

か

け

て

全

額

を

Ａ

に

支

払

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

�

年

７

月

�

日

付

で

、

経

済

産

業

相

に

対

し

、

本

件

発

電

設

備

に

つ

い

て

、

再

生

可

能

エ

ネ

ル

ギ

ー

発

電

事

業

計

画

の

認

定

を

受

け

る

た

め

申

請

し

た

と

こ

ろ

、

同

年

�

月

�

日

付

で

、

認

定

を

受

け

た

。

　

請

求

人

は

�

年

４

月

�

日

、

原

処

分

庁

に

対

し

、

消

費

税

法

第

９

条

第

４

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

課

税

期

間

以

後

の

課

税

期

間

に

つ

い

て

、

納

税

義

務

の

免

除

の

規

定

の

適

用

を

受

け

な

い

旨

を

記

載

し

た

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

を

提

出

し

た

。

　

請

求

人

は

�

年

１

月

７

日

、

本

件

課

税

期

間

の

消

費

税

等

の

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

課

税

期

間

は

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

第

１

号

に

規

定

す

る

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

《

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

等

の

範

囲

》

第

１

号

に

規

定

す

る

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

」

に

つ

い

て

、

法

人

の

場

合

、

消

費

税

法

基

本

通

達

に

よ

り

、

原

則

と

し

て

、

そ

の

法

人

の

設

立

の

日

に

よ

っ

て

判

断

さ

れ

、

法

人

の

設

立

前

の

準

備

行

為

に

よ

っ

て

判

断

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

か

ら

す

る

と

、

個

人

の

場

合

も

同

様

に

、

準

備

行

為

に

よ

っ

て

判

断

す

る

の

で

は

な

く

、

請

求

人

自

身

が

事

業

の

開

始

を

認

識

し

た

日

と

す

べ

き

で

あ

り

、

そ

の

認

識

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

（

本

件

課

税

期

間

）

が

同

号

に

規

定

す

る

「

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

」

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

消

費

税

法

第

９

条

第

４

項

は

、

原

則

と

し

て

、

免

税

事

業

者

と

な

る

者

で

あ

っ

て

も

、

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

を

提

出

し

た

場

合

に

は

、

そ

の

提

出

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

の

翌

課

税

期

間

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

る

も

の

と

し

つ

つ

、

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

を

提

出

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

が

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

で

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

課

税

期

間

の

開

始

前

に

、

同

課

税

期

間

中

の

課

税

売

上

げ

お

よ

び

課

税

仕

入

れ

の

発

生

等

を

予

測

し

、

そ

の

課

税

期

間

に

お

い

て

課

税

事

業

者

と

な

る

か

ど

う

か

の

判

断

を

し

て

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

を

提

出

す

る

こ

と

が

、

必

ず

し

も

容

易

で

は

な

い

こ

と

に

配

慮

し

、

例

外

と

し

て

、

新

た

に

事

業

を

開

始

し

た

事

業

者

に

対

し

て

、

そ

の

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

る

こ

と

を

選

択

す

る

機

会

を

与

え

た

も

の

と

解

さ

れ

る

。

　

そ

し

て

、

消

費

税

法

第

９

条

第

４

項

を

受

け

て

規

定

さ

れ

た

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

第

１

号

は

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

」

と

規

定

し

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

を

開

始

し

た

日

」

と

規

定

し

て

い

な

い

こ

と

、

新

た

に

事

業

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

そ

の

事

業

を

行

う

た

め

に

必

要

な

資

産

の

取

得

契

約

の

締

結

や

商

品

お

よ

び

材

料

の

購

入

な

ど

の

準

備

行

為

を

行

う

の

が

通

常

で

あ

る

こ

と

、

こ

れ

ら

に

消

費

税

法

第

９

条

第

４

項

の

趣

旨

を

併

せ

考

え

る

と

、

新

た

に

事

業

を

行

う

に

当

た

り

必

要

な

準

備

行

為

を

行

っ

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

は

、

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

第

１

号

に

規

定

す

る

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

」

に

該

当

す

る

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

課

税

期

間

に

お

い

て

、

本

件

発

電

設

備

を

建

設

す

る

請

負

契

約

を

締

結

し

、

初

回

工

事

金

額

を

支

払

い

、

再

生

可

能

エ

ネ

ル

ギ

ー

発

電

事

業

計

画

の

認

定

を

申

請

、

認

定

を

受

け

る

な

ど

、

そ

れ

ら

の

各

行

為

は

い

ず

れ

も

請

求

人

が

太

陽

光

発

電

事

業

を

行

う

に

当

た

り

必

要

な

準

備

行

為

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

そ

う

す

る

と

、

新

た

な

事

業

を

行

う

に

当

た

り

必

要

な

準

備

行

為

を

行

っ

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

は

、

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

第

１

号

に

規

定

す

る

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

」

に

該

当

す

る

の

で

あ

る

か

ら

、

請

求

人

の

場

合

、

上

記

の

各

行

為

を

行

っ

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

で

あ

る

平

成

�

年

課

税

期

間

が

、

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

」

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

課

税

期

間

は

、

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

第

１

号

に

規

定

す

る

「

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

」

に

は

該

当

し

な

い

。

　

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

の

効

力

は

、

本

件

課

税

期

間

の

翌

課

税

期

間

か

ら

生

じ

る

こ

と

と

な

り

、

請

求

人

は

本

件

課

税

期

間

に

お

い

て

免

税

事

業

者

と

な

る

の

で

、

消

費

税

等

の

申

告

を

す

る

こ

と

は

で

き

ず

、

消

費

税

等

の

還

付

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

チ

ェ

ッ

ク

ア

ウ

ト

を

終

え

、

ジ

ェ

イ

は

ロ

ビ

ー

の

ソ

フ

ァ

ー

に

腰

掛

け

、

３

人

に

最

後

の

言

葉

を

語

り

か

け

た

。

「

時

は

止

ま

ら

な

い

。

時

間

は

過

ぎ

て

い

く

。

日

数

で

言

え

ば

、

人

は

せ

い

ぜ

い

３

万

日

余

り

し

か

生

き

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

私

に

残

さ

れ

た

時

間

は

わ

ず

か

で

し

ょ

う

。

あ

と

�

年

生

き

ら

れ

た

と

し

て

も

、

た

か

だ

か

３

千

日

余

り

で

す

よ

。

短

い

で

し

ょ

。

私

に

比

べ

れ

ば

、

皆

さ

ん

に

は

、

ま

だ

時

間

が

た

っ

ぷ

り

あ

り

ま

す

。

と

い

っ

て

も

、

せ

い

ぜ

い

１

万

５

千

日

余

り

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

若

い

う

ち

は

、

未

来

永

劫

の

時

間

が

残

さ

れ

て

い

る

と

勘

違

い

す

る

。

違

い

ま

す

よ

。

今

日

１

日

が

ど

れ

ほ

ど

大

切

で

あ

り

、

無

駄

に

し

て

は

い

け

な

い

時

間

で

あ

る

か

を

知

っ

て

く

だ

さ

い

」

　

ジ

ェ

イ

は

三

浦

に

顔

を

向

け

る

と

、

悲

し

い

眼

差

し

で

語

り

続

け

た

。

「

こ

の

話

は

、

三

浦

さ

ん

は

よ

く

わ

か

っ

て

い

る

話

で

し

た

ね

。

亡

く

な

ら

れ

た

奥

さ

ん

と

の

最

後

の

日

々

。

ど

ん

な

に

、

時

間

が

止

ま

っ

て

く

れ

な

い

か

、

ど

ん

な

に

、

残

さ

れ

た

１

日

１

日

が

愛

お

し

く

、

悲

し

い

も

の

で

あ

っ

た

か

。

思

い

出

さ

せ

て

し

ま

っ

た

。

ご

め

ん

な

さ

い

」

　

ジ

ェ

イ

は

、

三

浦

に

静

か

に

語

り

掛

け

た

後

、

和

田

に

向

か

い

直

し

、

言

葉

を

続

け

た

。

「

和

田

さ

ん

、

人

は

ど

う

い

う

と

き

に

最

も

幸

せ

を

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

と

思

い

ま

す

か

。

米

国

の

脳

科

学

者

が

科

学

的

な

分

析

を

し

た

そ

う

で

す

。

人

間

に

と

っ

て

の

幸

せ

は

、

自

分

自

身

の

主

観

の

問

題

に

よ

る

も

の

で

す

が

、

１

番

幸

福

度

の

高

い

と

き

と

は

、

自

分

自

身

の

幸

せ

が

達

成

さ

れ

た

と

き

で

は

な

い

そ

う

で

す

。

自

分

の

愛

す

る

人

が

幸

せ

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

感

じ

る

と

き

に

最

大

の

幸

福

度

を

得

る

と

い

う

分

析

で

し

た

。

逆

に

言

え

ば

、

愛

す

る

人

の

不

幸

せ

は

、

最

も

悲

し

い

こ

と

な

の

で

す

」

　

三

浦

は

何

も

語

ら

ず

、

た

だ

天

を

見

上

げ

て

い

た

。

そ

の

様

子

を

見

て

、

和

田

は

ジ

ェ

イ

の

言

葉

の

重

さ

、

三

浦

が

辿

っ

て

き

た

米

国

以

来

の

日

々

を

感

じ

て

い

た

。

　

ロ

ビ

ー

で

は

、

二

胡

の

生

演

奏

が

始

ま

っ

て

い

た

。

外

国

人

の

客

の

存

在

を

意

識

し

た

の

か

、

ジ

ェ

イ

、

三

浦

、

和

田

に

と

っ

て

聞

き

な

れ

た

曲

が

奏

で

ら

れ

た

。

映

画

『

テ

ィ

フ

ァ

ニ

ー

で

朝

食

を

』

の

中

で

使

わ

れ

た

『

ム

ー

ン

リ

バ

ー

』

で

あ

っ

た

。

３

人

は

、

そ

れ

ぞ

れ

が

懐

か

し

い

思

い

を

抱

い

て

そ

の

音

色

を

聞

い

て

い

た

。

　

二

胡

の

演

奏

が

終

わ

る

の

を

見

計

ら

っ

て

、

ジ

ェ

イ

が

別

れ

の

言

葉

を

静

か

に

３

人

に

伝

え

た

。

「

お

元

気

で

。

ま

た

会

え

る

と

良

い

で

す

ね

。

さ

よ

う

な

ら

…

…

」

　

そ

し

て

、

和

田

、

三

浦

、

月

亮

の

両

手

を

順

に

握

り

、

無

言

で

頷

い

た

後

、

ジ

ェ

イ

は

玄

関

を

出

て

、

タ

ク

シ

ー

に

乗

り

、

去

っ

て

い

っ

た

。

そ

の

後

ろ

姿

は

寂

し

さ

を

い

っ

ぱ

い

に

溜

め

て

い

る

よ

う

に

見

え

た

が

、

同

時

に

満

足

を

感

じ

て

い

る

よ

う

に

も

、

和

田

に

は

思

え

た

。

　

ジ

ェ

イ

を

見

送

っ

た

後

、

三

浦

も

和

田

に

別

れ

を

告

げ

る

。

「

和

田

さ

ん

、

次

は

日

本

で

会

い

ま

し

ょ

う

。

お

元

気

で

」

　

三

浦

は

笑

顔

で

タ

ク

シ

ー

に

乗

り

、

去

っ

て

い

っ

た

。

ふ

と

気

が

付

く

と

、

北

京

の

空

は

青

く

透

き

通

っ

て

い

る

。

和

田

が

北

京

に

赴

任

し

て

２

年

。

初

め

て

見

る

青

空

で

あ

っ

た

。

　

数

日

後

、

２

０

０

６

年

の

６

月

末

、

和

田

は

２

年

間

の

北

京

勤

務

を

終

え

、

帰

国

の

途

に

就

く

。

２

年

と

は

言

え

、

住

み

慣

れ

た

北

京

と

の

別

れ

は

後

ろ

髪

を

引

か

れ

る

も

の

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

十

分

に

充

実

し

、

満

足

し

た

２

年

間

で

あ

り

、

和

田

は

す

が

す

が

し

さ

を

感

じ

て

い

た

。

何

よ

り

も

、

三

浦

と

の

永

い

ハ

イ

ド

ア

ン

ド

シ

ー

ク

が

終

わ

っ

た

で

あ

ろ

う

と

い

う

思

い

が

、

和

田

の

心

を

晴

れ

や

か

に

し

て

い

た

の

で

あ

っ

た

。

（

完

）

　

定

額

減

税

は

収

入

が

低

く

、

も

と

も

と

課

さ

れ

る

税

額

が

少

な

い

場

合

や

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

を

適

用

し

た

結

果

、

課

さ

れ

る

税

額

が

減

税

額

に

達

し

な

い

場

合

な

ど

減

税

を

し

き

れ

な

い

ケ

ー

ス

で

、

減

税

を

補

足

す

る

給

付

が

行

わ

れ

ま

す

。

こ

の

給

付

は

「

調

整

給

付

」

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。

少

な

く

と

も

令

和

６

年

分

の

所

得

税

か

６

年

度

の

個

人

住

民

税

所

得

割

の

ど

ち

ら

か

が

課

さ

れ

て

い

る

者

が

対

象

と

な

り

得

る

者

で

す

。

住

民

税

所

得

割

が

課

さ

れ

て

い

な

い

世

帯

等

に

は

、

別

の

給

付

が

措

置

さ

れ

て

い

ま

す

。

　

調

整

給

付

は

、

個

人

住

民

税

を

課

税

す

る

自

治

体

が

給

付

主

体

と

な

り

ま

す

。

納

税

者

本

人

と

配

偶

者

を

含

め

た

扶

養

親

族

（

国

外

居

住

者

を

除

く

）

の

人

数

に

基

づ

き

算

定

さ

れ

る

定

額

減

税

可

能

額

が

、

６

年

に

入

手

可

能

な

課

税

情

報

を

も

と

に

把

握

さ

れ

た

納

税

者

の

６

年

分

推

計

所

得

税

額

ま

た

は

６

年

度

分

個

人

住

民

税

所

得

割

額

を

上

回

る

者

に

対

し

、

そ

の

上

回

る

額

の

合

算

額

を

基

礎

と

し

て

１

万

円

単

位

で

切

り

上

げ

て

算

定

し

た

額

を

支

給

し

ま

す

。

６

年

分

推

計

所

得

税

額

に

は

５

年

分

所

得

税

額

を

用

い

、

調

整

給

付

を

担

う

自

治

体

が

５

年

分

所

得

税

額

を

把

握

で

き

な

い

場

合

は

、

国

が

示

す

「

推

計

所

得

税

額

等

算

定

ツ

ー

ル

」

等

を

用

い

て

推

計

し

ま

す

。

　

そ

の

上

で

、

対

象

者

に

は

ま

ず

、

自

治

体

か

ら

給

付

の

「

確

認

書

」

が

届

き

、

こ

れ

に

必

要

事

項

の

記

入

等

を

し

て

返

信

す

る

こ

と

で

給

付

金

が

振

り

込

ま

れ

ま

す

。

　

　

支

給

開

始

時

期

は

自

治

体

に

よ

っ

て

異

な

り

ま

す

が

、

国

は

今

夏

以

降

が

目

途

と

し

て

い

ま

す

。

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

支

給

開

始

時

期

を

示

し

て

い

る

自

治

体

も

あ

り

ま

す

の

で

、

気

に

な

る

方

は

ご

自

身

の

住

む

自

治

体

の

Ｈ

Ｐ

等

で

調

べ

て

み

て

く

だ

さ

い

。

　

調

整

給

付

は

算

定

に

６

年

分

推

計

所

得

税

額

を

活

用

す

る

な

ど

実

額

に

よ

る

算

定

で

は

な

い

こ

と

を

踏

ま

え

、

６

年

分

所

得

税

と

定

額

減

税

の

実

績

等

の

確

定

後

、

不

足

が

生

じ

る

場

合

に

は

、

不

足

分

の

給

付

を

行

う

こ

と

が

検

討

さ

れ

て

い

ま

す

。

不

足

分

の

追

加

給

付

は

６

年

分

所

得

税

額

の

確

定

申

告

後

に

行

う

こ

と

が

想

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

他

方

、

６

年

分

所

得

税

や

定

額

減

税

の

実

績

等

が

判

明

し

た

際

に

、

給

付

を

過

大

に

行

っ

て

い

た

こ

と

が

判

明

す

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

。

こ

う

し

た

場

合

、

国

は

自

治

体

に

返

還

を

求

め

る

必

要

は

な

い

と

説

明

し

て

い

ま

す

。

（

お

わ

り

）

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

東

京

税

理

士

会

荏

原

支

部

（

坂

本

伸

孝

支

部

長

）

は

５

月

�

日

、

ス

ク

エ

ア

荏

原

大

会

議

室

で

支

部

研

修

会

を

開

催

し

た

。

　

研

修

会

は

、

２

部

構

成

で

行

わ

れ

１

部

で

は

「

書

面

添

付

制

度

」

を

テ

ー

マ

に

実

施

。

荏

原

税

務

署

個

人

課

税

第

一

部

門

の

永

田

憲

生

上

席

調

査

官

と

同

署

資

産

課

税

部

門

の

久

保

田

晋

輔

統

括

国

税

調

査

官

が

講

師

と

な

り

、

個

人

課

税

関

係

は

不

動

産

所

得

の

申

告

書

に

係

る

添

付

書

面

の

記

載

の

仕

方

に

つ

い

て

、

資

産

課

税

関

係

は

相

続

税

・

贈

与

税

・

譲

渡

所

得

の

添

付

書

面

の

記

載

の

仕

方

に

つ

い

て

説

明

し

た

。

　

引

き

続

き

、

２

部

で

は

、

税

理

士

の

野

川

悟

志

氏

が

講

師

と

な

り

、

「

税

務

図

解

の

技

法

」

に

つ

い

て

研

修

を

行

っ

た

＝

写

真

。

税

務

を

図

解

化

す

る

こ

と

に

よ

り

、

複

雑

な

取

引

も

全

体

像

を

整

理

し

て

関

係

性

や

流

れ

を

つ

か

み

構

造

的

に

理

解

で

き

る

こ

と

か

ら

、

野

川

氏

は

、

実

務

に

活

か

す

こ

と

が

で

き

る

税

務

図

解

の

技

法

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

解

説

。

「

イ

ン

フ

ル

エ

ン

サ

ー

の

申

告

漏

れ

」

「

経

理

担

当

者

に

説

明

し

た

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

で

な

い

事

業

者

か

ら

仕

入

れ

た

場

合

の

消

費

税

の

税

額

計

算

」

な

ど

の

事

例

を

用

い

な

が

ら

税

務

図

解

の

実

践

演

習

を

し

た

後

、

「

中

小

企

業

倒

産

防

止

共

済

掛

金

の

損

金

算

入

の

制

限

措

置

（

令

和

６

年

度

税

制

改

正

）

」

や

裁

決

事

例

に

つ

い

て

実

際

に

図

解

に

起

こ

し

、

図

解

の

コ

ツ

を

習

得

し

た

。

　

佐

賀

県

酒

造

組

合

（

馬

場

第

一

郎

会

長

）

は

５

月

�

日

、

佐

賀

市

の

佐

賀

大

学

で

「

お

酒

セ

ミ

ナ

ー

及

び

き

き

酒

会

」

を

開

催

し

た

。

　

学

生

ら

に

佐

賀

の

酒

を

知

っ

て

も

ら

い

、

日

本

の

伝

統

文

化

で

あ

る

酒

造

り

を

学

ん

で

も

ら

お

う

と

同

大

学

の

協

力

の

も

と

実

施

し

た

も

の

で

、

５

年

ぶ

り

の

開

催

で

今

回

が

�

回

目

。

当

日

は

、

�

歳

以

上

の

農

学

部

の

学

生

と

教

職

員

あ

わ

せ

て

�

人

が

参

加

し

た

。

　

ま

ず

、

馬

場

酒

造

の

馬

場

嵩

一

朗

取

締

役

が

「

微

生

物

育

種

と

清

酒

の

多

様

性

」

の

テ

ー

マ

で

講

演

。

発

酵

に

係

る

様

々

な

微

生

物

の

特

性

が

、

日

本

酒

の

多

様

性

を

作

り

出

し

て

い

る

と

解

説

し

た

。

　

こ

の

後

、

参

加

者

ら

は

、

４

種

類

の

日

本

酒

の

き

き

酒

を

行

い

、

そ

れ

ぞ

れ

の

味

や

香

り

の

違

い

を

真

剣

な

表

情

で

確

か

め

て

い

た

＝

写

真

。

　

馬

場

会

長

は

「

佐

賀

の

酒

は

米

の

旨

味

が

し

っ

か

り

表

現

で

き

て

い

る

こ

と

が

特

徴

。

若

い

人

に

も

日

本

酒

の

フ

ァ

ン

に

な

っ

て

ほ

し

い

」

と

話

し

た

。

　

福

岡

国

税

局

間

税

会

連

合

会

（

河

野

武

司

会

長

）

は

６

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

青

年

・

女

性

部

長

ら

と

来

賓

と

し

て

福

岡

局

の

高

橋

俊

一

局

長

、

植

松

浩

行

課

税

第

２

部

長

、

關

口

雅

章

全

国

間

税

会

総

連

合

会

副

会

長

ら

が

出

席

し

た

。

　

河

野

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

案

を

承

認

。

そ

の

重

点

事

項

と

し

て

、

消

費

税

等

に

関

す

る

研

修

会

の

開

催

や

周

知

と

啓

発

活

動

の

更

な

る

強

化

、

消

費

税

等

に

関

す

る

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

の

積

極

的

な

実

施

な

ど

を

決

め

た

。

　

功

績

者

表

彰

や

組

織

拡

大

功

労

団

体

表

彰

な

ど

も

行

わ

れ

、

総

会

後

に

は

元

福

岡

県

警

察

本

部

長

で

弁

護

士

の

樋

口

眞

人

氏

が

「

暴

力

団

対

策

の

過

去

と

現

在

～

工

藤

会

壊

滅

作

戦

の

軌

跡

を

中

心

に

～

」

の

演

題

で

記

念

講

演

を

行

っ

た

。

　

そ

の

後

、

懇

親

会

が

開

か

れ

、

地

元

の

銘

酒

を

味

わ

い

な

が

ら

親

睦

を

深

め

た

。

　

一

般

社

団

法

人

熊

本

西

青

色

申

告

会

（

木

之

田

紀

子

会

長

）

は

５

月

�

日

、

熊

本

市

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

熊

本

西

税

務

署

の

土

肥

浩

一

署

長

を

は

じ

め

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

木

之

田

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

と

し

て

▽

組

織

の

拡

充

強

化

▽

指

導

相

談

活

動

▽

広

報

活

動

▽

事

業

経

営

の

発

展

―

―

に

関

す

る

事

業

を

決

め

た

。

　

ま

た

、

役

員

改

選

も

行

わ

れ

、

木

之

田

会

長

を

再

任

し

た

。

　

一

般

社

団

法

人

東

京

法

人

会

連

合

会

（

小

林

栄

三

会

長

）

は

�

日

、

東

京

都

内

の

明

治

記

念

館

で

通

常

総

会

・

感

謝

状

お

よ

び

記

念

品

贈

呈

式

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

東

京

国

税

局

の

富

山

一

成

局

長

ら

多

数

が

招

か

れ

た

。

　

通

常

総

会

で

は

、

小

林

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

５

年

度

の

事

業

報

告

な

ど

が

承

認

さ

れ

、

ま

た

、

６

年

度

事

業

計

画

、

予

算

書

な

ど

が

報

告

さ

れ

た

。

　

感

謝

状

の

贈

呈

式

で

は

、

東

法

連

功

労

者

表

彰

や

会

員

増

強

表

彰

な

ど

が

行

わ

れ

、

記

念

品

の

贈

呈

式

で

は

、

叙

勲

受

章

者

、

財

務

大

臣

納

税

表

彰

受

彰

者

、

国

税

庁

長

官

納

税

表

彰

受

彰

者

、

東

京

国

税

局

長

納

税

表

彰

受

彰

者

ら

に

記

念

品

が

贈

呈

さ

れ

、

東

京

局

の

富

山

局

長

ら

が

祝

辞

を

述

べ

た

。

引

き

続

き

、

祝

賀

パ

ー

テ

ィ

ー

が

行

わ

れ

式

典

を

盛

り

上

げ

た

。

　

東

京

地

方

税

理

士

会

神

奈

川

支

部

（

狩

野

淳

支

部

長

）

は

７

日

、

新

横

浜

グ

レ

イ

ス

ホ

テ

ル

で

総

会

と

記

講

演

会

を

開

い

た

。

　

記

念

講

演

会

の

講

師

に

は

、

神

奈

川

新

聞

社

特

別

編

集

委

員

の

有

�

敏

氏

が

招

か

れ

、

「

元

総

理

番

記

者

が

見

た

日

本

経

済

と

政

局

～

次

の

総

理

は

誰

だ

～

」

と

題

し

て

、

誰

が

後

継

者

と

し

て

ふ

さ

わ

し

い

の

か

、

名

前

を

挙

げ

な

が

ら

解

説

し

た

。

　

総

会

で

狩

野

支

部

長

は

、

神

奈

川

支

部

の

融

和

と

団

結

の

精

神

を

継

承

し

、

会

務

運

営

の

維

持

、

発

達

を

図

る

旨

の

あ

い

さ

つ

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

（

西

垣

直

哉

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

名

古

屋

市

工

業

研

究

所

で

女

性

部

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

中

川

税

務

署

の

辻

井

辰

也

副

署

長

、

長

谷

川

友

一

個

人

第

一

統

括

官

、

山

田

一

喜

記

帳

指

導

担

当

、

本

会

の

西

垣

会

長

、

宇

野

久

夫

専

務

理

事

を

来

賓

に

迎

え

、

議

案

は

す

べ

て

滞

り

な

く

可

決

さ

れ

た

。

　

総

会

終

了

後

の

研

修

会

で

は

、

辻

井

副

署

長

が

「

最

近

の

税

務

行

政

」

を

テ

ー

マ

に

、

「

税

務

行

政

に

お

け

る

Ｄ

Ｘ

」

や

「

税

務

行

政

の

将

来

像

の

実

現

に

向

け

て

」

に

つ

い

て

話

す

と

と

も

に

、

伊

勢

税

務

署

に

勤

務

し

た

当

時

に

伊

勢

検

定

に

挑

戦

し

こ

と

や

、

伊

勢

神

宮

に

参

拝

し

た

思

い

出

な

ど

を

語

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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